
告
　
　
示

○
有
害
図
書
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
ど
り
保
全
課
）

二

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
（
二
件
）

（
水
　
産
　
課
）

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

三

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

○
落
札
者
等
の
公
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
医
務
国
保
課
）

四

○
落
札
者
等
の
公
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
立
病
院
課
）

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

五

教
育
委
員
会
公
告

○
一
般
競
争
入
札
の
実
施

●
香
川
県
告
示
第
七
十
五
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
八
日

（
第
九
二
〇
八
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 11 号

平成 17 年

2 月 8 日（火曜日）

一

告

示

指
定
番
号1

指
定

年
月
日
種
別

図
　
　
　
　
書
　
　
　
　
名

雑
誌
コ
ー
ド

発
行
所
名

指
定
理
由

06013－
02

若
生
出
版

㈱
内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

平成十七年二月一日

雑
誌
T
im
e
24

２
月
号
（
N
o.228）

2
03289－

02
〃

〃
G
R
A
C
E
２
月
号
（
N
o.198）

345678910111213

08170－
02

㈱
コ
ア
マ

ガ
ジ
ン

〃
う
る
る
ッ
！

ホ
イ
ッ
プ
２
月
号
増
刊
（
vol.30）

17483－
02

〃
D
V
D
B
U
R
S
T
２
月
号
（
vol.4）

01865－
2

ミ
リ
オ
ン

出
版
㈱

U
R
E
C
C
O
g
a
l

２
月
号
（
通
巻
37号
）

18185－
2

〃
別
冊
　
G
O
N
！

２
月
号
（
通
巻
45号
）

15544－
02

曙
出
版
㈱

＠
B
O
O
IN
G

ス
ー
パ
ー
コ
ミ
ッ
ク
２
月
号
増
刊
（
VOL.4）

06345－
02

㈱
M
C
プ

レ
ス

D
V
D
D
E
L
U
X

２
月
号

06463－
2

㈱
ア
ヴ
ニ

ー
ル

D
X
ビ
デ
オ
＆
D
V
D
２
月
号

14077－
2

㈱
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
ズ

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E  Special
２
月
号
（
N
O
.139）

17645－
2

英
知
出
版

㈱
B
e
je
a
n
２
月
号
（
Vol.136）

02461－
3

㈱
竹
書
房

海
賊
N
O
.1

３
月
号

17658－
2

〃
＠
B
O
O
IN
G
デ
ラ
ッ
ク
ス
16時
間

月
刊
美
少
女
裏
D
VD

４
時
間
２
月
号
増
刊
（
VO
L.1）

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
八
日

（
第
九
二
〇
八
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
七
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
か
が
わ
市
引
田
字
川
向
三
〇
一
一
の
六
・
三
〇
一
九
の
四
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
魚
つ
き

三
　
解
除
の
理
由
　
国
立
公
園
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
及
び
東
か
が
わ
市
事

業
部
経
済
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
七
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

求
め
る
た
め
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

そ
の
指
定
漁
船
調
書
を
平
成
十
七
年
二
月
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
二
十
二
日
ま
で
内
海
町
漁
業
協

同
組
合
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

小
豆
郡
内
海
町
坂
手
甲
一
四
五
七
番
地
有
限
会
社
　
朝
森
水
産
　
代
表
取
締
役
　
森
　
朝
征

小
豆
郡
内
海
町
坂
手
甲
一
二
六
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
空
田
　
伊
吉

小
豆
郡
内
海
町
坂
手
甲
一
五
二
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
森
　
勝
喜

二
　
加
入
区
の
名
称

坂
手
加
入
区

三
　
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

●
香
川
県
告
示
第
七
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

求
め
る
た
め
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

そ
の
指
定
漁
船
調
書
を
平
成
十
七
年
二
月
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
二
十
二
日
ま
で
北
浦
漁
業
協
同

組
合
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

小
豆
郡
土
庄
町
馬
越
甲
三
一
七
番
地
一
　
　
　
谷
口
　
猛

小
豆
郡
土
庄
町
小
海
甲
七
八
五
番
地
　
　
　
　
酒
本
　
信
安

小
豆
郡
土
庄
町
小
海
甲
四
九
八
番
地
三
　
　
　
木
下
　
治

二
　
加
入
区
の
名
称

北
浦
加
入
区

三
　
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

北
浦
漁
業
協
同
組
合

●
香
川
県
告
示
第
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

14
11951－

2
㈱
近
代
映

画
社

エ
ル
テ
ィ
ー
ン
c
o
m
ic
２
月
号

コミッ
ク
誌

15
19616－

2
㈱
セ
ブ
ン

新
社

D
V
D
M
A
X

恋
愛
美
人
イ
フ
２
月
号
増
刊（
VO
L.2）

雑
誌

16
03797－

02
㈱
バ
ウ
ハ

ウ
ス

G
O
K
U
H
２
月
号
（
VO
L.163）

〃

17
11803－

02
㈱
マ
ガ
ジ
ン

・
マ
ガ
ジ
ン

ウ
ォ
ー
B
組

２
月
号

コミッ
ク
誌

18
04445－

01
㈱
サ
ン
出

版
写
真
ボ
ー
イ

１
月
号

雑
誌



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
八
日

（
第
九
二
〇
八
号
）

三

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
二
月
八
日
か
ら
同
年
三
月

一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
観
音
寺
善
通
寺
線
（
四
十
九
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
六
年
香

川
県
告
示
第

二
百
六
十
八

号
で
変
更
し

た
区
域
の
一

部

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
二
月
十
日

●
香
川
県
告
示
第
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
二
月
八
日
か
ら
同
年
三
月

一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
高
松
善
通
寺
線
（
三
十
三
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
六
年

丸
亀
市
土
器
町
東
七
丁
目
八
三
六
番
一
地
先
か
ら
　
　
二
〇
・
六
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
告
示

〜
　
　
　
　
　
　
四
五
　
第
七
十
三
号

丸
亀
市
土
器
町
東
七
丁
目
八
三
五
番
地
先
ま
で
　
　
　
二
〇
・
八
　
　
　
　
　
　
　
で
変
更
し
た

区
域

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
二
月
八
日

●
香
川
県
告
示
第
八
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
善
土
指
道
　
第
二
十
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
善
通
寺
市
善
通
寺
町
字
砂
古
裏
九
四
四
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
及
び
六
・
〇
三
メ
ー
ト
ル

延
長
　
二
八
・
三
七
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
七
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

善
通
寺
市
善
通
寺
町
北
原
四
一
三
二
番
一
地
先
か

ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
・
六

〜
　
　
　
　
　
一
七
三

善
通
寺
市
善
通
寺
町
北
原
四
〇
九
七
番
六
地
先
ま
　
　
二
七
・
八

で

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
八
日

（
第
九
二
〇
八
号
）

四

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
と
と
ぎ
す
の
会

小
磯
　
治
雄

坂
出
市
旭
町
三
丁
目
一
番
二
三
号

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
香
川
県
下
の
障
害
者
（
児
）
・
高
齢
者
と
そ
の
家
族
や
関
係
機
関
に
対
し
て
、
社
会

参
加
を
促
進
し
地
域
で
生
活
を
す
る
為
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
福
祉
の
向
上
・
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
七
十
三
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
新
「
か
が
わ
救
急
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
広
域
災
害
・
救
急
医
療
情
報

シ
ス
テ
ム
）
」（
仮
称
）
推
進
業
務
　
一
式

二
　
契
約
方
式
　
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

三
　
落
札
者
決
定
日
　
平
成
十
七
年
一
月
十
二
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
西
日
本
営
業
支
店
四
国
支
店

香
川
県
高
松
市
亀
井
町
七
番
地
一
五

五
　
落
札
金
額
　
二
五
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

六
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

七
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
　
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県

健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課
　
総
務
・
医
事
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
　
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
二
五
六

●
香
川
県
公
告
第
七
十
四
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
デ
ジ
タ
ル
Ｘ
線
テ
レ
ビ
シ
ス
テ
ム
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
購
入
等

三
　
契
約
方
式
　
一
般
競
争
入
札

四
　
落
札
決
定
日
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日

五
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
株
式
会
社
自
治
体
病
院
共
済
会
　
東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
二

七
号

六
　
落
札
金
額
　
四
四
、
七
三
〇
、
〇
〇
〇
円

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
二
、
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
を
含
む
。
）

七
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

八
　
落
札
方
式
　
最
低
価
格

九
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
健
康
福
祉

部
県
立
病
院
課
総
務
・
財
務
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
三
一
〇

●
香
川
県
公
告
第
七
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
六
年
香
川
県
公
告
第
四
百
六
十
九
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

小
豆
島
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
一
四
四
七
番
一
ほ
か



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
八
日

（
第
九
二
〇
八
号
）

五

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
庄
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
　

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

１
　
意
見
書
を
提
出
し
た
者

土
庄
町
商
工
会

２
　
意
見
の
概
要

当
該
出
店
計
画
地
ま
で
の
道
路
事
情
と
し
て
、
小
豆
島
の
東
西
南
北
か
ら
の
来
店
経
路
が
何
れ

も
幅
員
が
狭
く
、
現
状
に
お
い
て
も
交
通
渋
滞
、
安
全
面
に
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
特
に

流
入
の
多
い
商
店
街
か
ら
の
拡
幅
が
困
難
な
状
況
の
中
で
、
出
店
後
の
交
通
問
題
を
予
想
し
た
場

合
、
大
変
憂
慮
し
て
い
る
。

本
年
四
月
に
は
、
小
学
校
再
編
問
題
の
中
で
、
既
に
大
部
小
学
校
、
大
鈬
小
学
校
が
隣
接
す
る

渕
崎
小
学
校
に
統
合
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
お
り
、
交
通
問
題
と
と
も
に
騒
音
問
題
も
憂
慮
し
て

い
る
。

地
域
街
中
の
景
観
、
調
和
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、
敷
地
外
壁
構
造
な
ど
全
体
的
観
点
、
当
該
建
物
の

色
彩
、
隣
接
す
る
既
設
街
路
灯
の
対
応
等
に
つ
い
て
、
事
前
に
十
分
関
係
者
と
協
議
を
希
望
す
る

と
と
も
に
、
地
域
に
緑
を
多
く
残
す
配
慮
を
希
望
す
る
。

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
土
庄
町
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
二
月
八
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
八
日
（
火
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
七
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
再
編
総
合
整
備
型
）
古
高
松
北
部
地
区
）
計
画
を
平
成
十
七

年
二
月
一
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
三
月

十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
教
育
委
員
会
公
告
第
三
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
二
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
　
和
　
　
泉
　
　
幸
　
　
男

一
　
調
達
内
容

１
　
借
入
件
名
及
び
数
量

情
報
教
育
研
修
シ
ス
テ
ム
一
式
　
（
設
置
、
調
整
及
び
保
守
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）

２
　
調
達
件
名
の
特
質
等
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
借
入
期
間
　
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
借
入
場
所
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当

す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額

の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 教

育
委
員
会
公
告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
二
月
八
日

（
第
九
二
〇
八
号
）

六

２
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
七
年
三
月
十
六

日
ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格

付
け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４
　
本
公
告
に
示
し
た
調
達
物
品
を
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
本
公
告
に
示
し
た
調
達
物
品
に
係
る
迅
速
な
保
守
サ
ー
ビ
ス
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
４
及
び
５
並
び
に
仕
様
書
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
を
平
成
十
七
年
三
月
十
六
日
午
後
三
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
、
当
該
書
類

に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四
　
入
札
書
の
提
出
場
所
等

１
　
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
　
七
六
〇
―
〇
〇
〇
四
　
香
川
県
高
松
市
西
宝
町
二
丁
目
四
番
一
八
号
　
香
川
県
教
育

セ
ン
タ
ー
総
務
課
　
電
話
番
号
　
〇
八
七
―
八
三
三
―
四
二
三
五

２
　
契
約
の
内
容
を
示
す
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
二
月
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
同
月
十

一
日
を
除
く
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
）
ま
で
四
の
１
に
示
し
た
場
所
で
入
札
説
明
書
及
び

仕
様
書
を
交
付
す
る
。

３
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所
　
　
　
　
　

平
成
十
七
年
二
月
二
十
一
日
午
後
二
時
　
　
郵
便
番
号
　
七
六
〇
―
〇
〇
六
八
　
香
川
県
高
松
市

松
島
町
一
丁
目
一
七
番
二
八
号
　
香
川
県
高
松
合
同
庁
舎
七
階
香
川
県
教
育
セ
ン
タ
ー
情
報
教
育
課

講
義
室

４
　
現
場
下
見
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
二
月
二
十
一
日
午
後
三
時
　
香
川
県
教
育
セ
ン
タ
ー
情
報
教
育
課

５
　
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
で
書
留
親
展
扱
い
に
よ
る
送
付
と
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日

午
後
五
時
ま
で
に
受
領
し
た
も
の
に
限
る
。

６
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
午
後
二
時
　
香
川
県
教
育
セ
ン
タ
ー
三
階
第
三
研
修
室

五
　
そ
の
他

１
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
　

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
規
則
第
百
五
十
二
条
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
免
除

３
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
な
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。

６
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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七

７
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

９
　
本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他
　
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

of
item
s
to
be
leased

:

O
ne
com
plete

com
puter

system
for
training

of
inform

ation
education

（including
installation,

adjustm
ent,

m
aintenance

service.

）

2
D
ate/tim

e/place
for
bidding

and
bid
opening

:

2
:00
p.m
.,
25
M
arch,

2005,
K
agaw

a
Education

C
enter

3
C
ontact:Section

of
G
eneral

A
ffairs,

K
agaw

a
E
ducation

C
enter,

2-4-18,
Saiho-cho,

Takam
atsu
-shi,

K
agaw

a-ken,
Japan

760-0004,
TEL

087-833-4235
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